
第１９号議案 

   加東市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件 

 加東市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和２年３月２日提出 

加東市長 安 田 正 義  

加東市条例第  号 

   加東市印鑑条例の一部を改正する条例 

 加東市印鑑条例（平成１８年加東市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条ただし書中「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



第１９号議案 要旨

   加東市印鑑条例の一部改正（要旨） 

１ 改正理由 

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律（令和元年法律第３７号）が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものである。 

２ 改正内容 

  成年被後見人であっても意思能力を有する者は印鑑登録を行うことができるように改め

ること。（第２条関係） 

３ 施行期日  公布の日 



新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

（登録の資格） 

第２条 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「法」と

いう。）に基づき、市が備える住民基本台帳に記録されている者

は、１人１個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただ

し、満１５歳未満の者及び成年被後見人    については、印

鑑の登録を受けることができない。 

（登録の資格） 

第２条 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「法」と

いう。）に基づき、市が備える住民基本台帳に記録されている者

は、１人１個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただ

し、満１５歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印

鑑の登録を受けることができない。 
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